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東京都千代田区霞が関○○ - 0 0 一 0 (事業所所在地)←印刷

。○○。 0 0 。 (事業所名)←印刷

事業主の皆様へ

厚 生 労 働 省 か ら の
雇 用 保 険 の お 手 続
に 関 す る お知 ら せ です
厚生労働省 職業安定局 雇用保険課 適用係 0 3‐5 2 5 3‐1 1 T T (代) 内線 5 7 6 0



0 雇用保険の加入手続をしていただいている従業員数 (平成
2 1 年 1 0 月 3 0 日現在) をお知らせします。

平成2ず年T O 窟3 0 日現在の雇用保険データ

事業所名 : ○0 0 0 0 0 0 0 0 0 ←印刷
‘“" 適用事業所番号 " ○0 0 0‐○0 0 0 0 0 O " ←印刷 ｣

被保険者数 : O Q ･ ←印刷

注 :雇用保険データには、 一部外字データを使用しているため、 本状の事業所名が正確に印字されない場合がこさいます
く事業所名の文字の一部が佐〕となる等) が、 チータ自体は適切に管理されておりますので御了承ください。

○ 労働者を雇用した場合には、その都度、公共職業安定所 (ハ
ローワーク) に、 当該労働者の雇用保険の加入手続きを行っ
ていただく必要があります(※)。
(※) 労働基準監督署に行っていただく労働保険の保険料の申告 ･納付とは別
の手続です。

0 上記の従業員数が実際の従業員数と違っている場合には、
加入手続漏れの可能性がありますので、 管轄の公共職業安定
所 (ハローワーク) へ御連絡 ･御相談下さい。

0 廃業した場合には、 公共職業安定所 (ハローワーク) に、
当該適用事業所の廃止の手続きを行っていただく必要があり
ます (※)o
(※} 税務署に行コていただく廃業届とは別の手続です。

0 廃業したにもかかわらす本状が送付された場合や、 本吠が複数
送付された場合、 または所在地と異なるところに送付された場合
には、 適用事業所の廃止 ･変更の手続漏れの司能性がありますの
で、管轄の公共職業安定所 (ハローワーク) へ必穿御連絡下さい。

事業主印 代理人印 * 本状の事業主印欄に公共職業安定所への登録EDを押印して公
共職業安定所 (八□~ ワーク) にお持ちいただければ、 いつ
でも、 事業所の雇用保険データを確認していただくことがで
きます (本状の有効期限は平成 2 2 年 3月 3 1 日です。)。

* 代理人 (社会保険労務士等) が確認を行う場合には、代理人
印欄に代理人印を押印してください (事業主印、 代理人印が

押印された本状を代理人が持参することをもって、 事業所デ
ータの確認に係る委任関係があるものとみなします。)。

X X X X X X給X X X X‐X X X



雇用保険の適正な届出をお願いします

0 本状は、 全ての事業主の方に送付しています。 適正な届出を行って
いただいているか、 念のため、 御確認ください。

○ 事業主の方は、 新たに労働者を雇い入れるつど、 その翌月 10 日ま
でに、 公共職業安定所 (ハローワーク) に、 当該労働者に係る雇用保

険被保険者資格取得届を提出しなければならないこととされています。

0 公共職業安定所 (ハローワーク) においては、 事業主の方からの届
出によって、 当該労働者が被保険者となったことの確認を行います。
労働者は、 この確認を受けることにより、 雇用保険に加入することと
なります。

○ 公共職業安定所 (ハローワーク) は、 労働者が被保険者となったこ
との確認を行った場合には、 その方の雇用保険被保険者証、 資格取得
等確認通知書 (被保険者用) 及び資格取得等確認通知書 (事業主用)
を交付することとなっています。

○ 事業主の方は、 労働者の方に、 公共職業安定所 (/＼ローワーク) か

ら交付された雇用保険被保険者証、 資格取得等確認通知書く被保険者
用) を確実に手渡していただくようお願いします。

○ また、 事業主の方は、 雇用している労働者の資格取得等確認通知書
(事業主用) を持っているがどうかを確認することにより、 適正な届

出が行われているかを確認することができます。

○ なお、 雇用保険被保険者資格の確認については、 一定の場合には、
遡って行うことも可能です。 その場合には、 被保険者の保護を迅速に
図る害の観点から、 2 年まで遡ることができることとされています。

御不明な点がございましたら、 最寄りの都道府県労働局、 公共職業安
定所(八□ - ワーク)にお問い合わせください (裏面参照)。
※ 社会保険労務士、 労働保険事務組合に委託されている場合には、 本珪大の内容の確認に

当たっては、 委託先である社会保険労務士、 労働保険事務組合にも御相談ください。



◎ 次に該当する労働者は、 事業所規模に関わりなく、
原則として、 全て雇用保険の被保険者となります

※ なお、 いわゆる正社員の方やフルタイム勤務の方については、 ｢6 ヶ月の
雇用見込み｣ とは関わりなく、 原則として、 雇入れ当初から被保険者とな
ります。

① 牟週間の所定労働時間が 2 0 時間以上であること

○ ｢6 か月以上の雇用見込み｣ とは?

必参しも6 か月以上の雇用契約が必要なわけでは
ありません。
例えば、 6 か月未満 (2 か月、 3 か月など) の期

間を定めて雇用される場合であっても、 次のような
場合には、 この要件に該当します。

雇用契約において更新規定が設けられているとき

雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用さ
れる者の過去の就労実績等からみて、 契約を6 か月以上にわた
って反復更新することが見込まれるとき

また、 当初の雇入れ時において6 か月以上の雇用
見込みがない場合であっても、 雇入れから6 か月を
経過した場合には、 原則として、 6 か月経過時点か
ら適用されることとなります (その後の6 か月間に
離職することが確実である場合は除きます。)。



~ 雇用保険手続はオンライン申請が便利です~

　　　　　　　　
オンライン申請とは、 通常、 各行政機関の窓口までお越し頂き、 紙の申請

書等により行っていただいている各種の申請 ･届出をお手元のパソコンから
インターネット経由で電子的に行うものです。
※ オンライン申請の流れについてはこちらをと覧ください。

h t tp :/ /www .e‐go v g o J p/ sh inse i/ w ay .h tm I

Lオンライン申請を行うことができる雇用保険関係手続 1
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格喪失届く離職票交付を伴わないもの)

･ 高年齢雇用継続基本給付金の申請 など
※ これらの手続には、 電孟壽麓胆嚢明書が必要であり. その取得に一際-しこ屋若手の

費用がかかります。 電子署名用証明書の入手などについては、 こちらをご覧ください。
h tt p :/ / sh in se l.e‐gov .go . jp/m en u /p rep a re/ ce rt if ica te .h m l

電子署名用証明書を発行している認証局の連絡先などは、 こちらをご覧ください。
h t tp :/ /wYYW .gp k i g o . ｣p/ ca s/ ee .h tm l

l オンライン申請のメリット -
･ 行政機関の開庁時間を気にすることなく、 お手元のパソコンなどから
2 4 時間、 3 6 5 日いつでも手続を行うことができます。
申請書を取り寄せる必要がありません。
チェック機能があるため、 事前に記入誤り等を防止できます。 など

オンライン申請で講じているセキュリティ対策
データを暗号化することにより、 通信内容の安全を確保しています。
電子署名用証明書により、 改ざんやなりすましを防止しています。

詳しくは、 e-Goy 電子申請システムのページをご覧

ください。
h ttp :/とsh inse i, e- gov。go. i国m enuZ sm enu. h tm l

※ 雇用保険被保険者資格取得届等の申請の操作を体験することができます !

電子申請体験システムの利用方法はこちらをご覧ください。
http :// sh inse r. e- go Y. go J M 僻地/ ta ikenP repa re/ spec ifica tion.h tm l



お問い合わせ先

0 公共膊業安定所 (ハローワーク )
管轄公共職業安定所 電話番号

ハローワーク X X X X X X X X ←印刷 0 0 0 ~0 0 0一〇〇〇0 ←印刷

※ 適用事業所の被保険者データに関するお問い合わせは、事業所を管轄する
上記の公共職業安定所 (ハローワーク) にお願いします。
なお、個人情報に係る御照会につきましては、 お電話ではお答えできませ

んので御了承ください。

0 都道府県労働局
労働局 (職業安定部) 電話番号 労働局 (職業安定部) 電話番号

北海道労働局 0 1 1‐7 3 8‐1 0 1 6 滋賀労働局 0 7 7‐5 2 6‐8 6 0 9

青森労働局 0乍7一7 2 1一2 0 0 0 京都労働局 ○7 5‐2 4 1‐3 2 6 8

若手労働局 0 1 9‐6 0 4‐3 0 0 4 大阪労働局 0 6‐4 7 9 0‐6 3 2 0

宮城労働局 0 2 2‐2 9 9‐8 0 6 1 兵庫労働局 0 7 8‐3 6 7一0 8 0 3

秋田労働局 0 1 8‐8 8 3‐0 0 0 7 奈良労働局 0 7 4 2‐3 2‐0 2 0 8

山形労働局 0 2 3‐6 2 6‐6 1 0 9 和歌山労働局 0 7 3‐4 8 8‐1 1 6 0

福島労働局 0 2 4一5 2 8 ｢0 2 5 4 鳥取労働局 0 8 5フー2 9‐1 7 0 7

茨城労働局 0 2 9一2 2 4呻6 2 1 8 島根労働局 0 8 5 2‐2 0‐7 0 1 5

栃木労働局 0 2 8‐6 1Cト3 5 5 5 岡山労働局 0 8 6‐8 0 1‐5 1 0 4

群馬労働局 0 2 7 -2 1 C十5 0 0 7 広島労働局 0 8 2‐5 0 2‐7 8 3乍

埼玉労働局 0 4 8‐6 0℃中6 2 0 8 山口労働局 0 8 3‐9 9 5‐0 3 8 2

千葉労働局 0 4 3‐2 0 2‐5↑2 2 徳島労働局 0 8 8‐6 1 1 -5 3 8 3

東京労働局 0 3‐3 5す2‐1 6 7 0 香川労働局 0 8 7‐8 T 1‐8 9 2 2

神奈川労働局 〇4 5一6 5 C｣ 2 8 1倍 愛嬢労働局 0 8 9‐9 4 3‐5 2 2 1

新潟労働局 0 2 5‐2 3 4‐5 9 2 6 高知労働局 0 8 8‐8 8 5‐6 0 5 1

富山労働局 0 7 6‐4 3 2‐2 7 8 2 福岡労働局 0 9 2‐4 3 4‐9 8 0 3

石川労働局 0 7 6‐2 6 5‐4 4 2 7 佐賀労働局 0 9 5 2‐3 2‐7 2乍6

福井労働局 〇ラアセ76一2 6一8 6〇9 長崎労働局 0 9 5‐8 0 1‐0 0 4 0

山梨労働局 0 5 5‐2 2 5‐2 8 5 7 熊本労働局 0 9 6‐2 1 1‐1 7 0 3

長野労働局 0 2 6‐2 2 6‐0 8 6 5 大分労働局 0 9 7‐5 3 5‐2 0 9 0

岐阜労働局 0 5 8‐2 6 3‐5 5 1 9 宮崎労働局 0 9 8 5‐3 8‐8 8 2 3

静岡労働局 0 5 4‐2 7 1‐9 9 6 5 鹿児島労働局 0 9 9‐2 1 9‐8 7 1↑

愛知労働局 0 5 2一2也9 -5 5 0 6 沖縄労働局 0 9 8‐8 6 8‐1 6 5 5

三重労働局 0 5 9‐2 2 6‐2 3 0 5

の
ひと、くらし、 みらいのために

厚生労働省 都道府県労働局 公共職業安定所 (ハローワーク)


